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 部局運営方針 

【商工労働部の2８年度の部局運営方針について】 
 
◆社会経済環境の変化や国施策の動向等を踏まえながら、大阪経済の活性化、雇用機会の創出及び府民生 
 活の向上を図るため、 「大阪府中小企業振興基本条例」に基づき、施策を総合的に推進します。 
 
◆「大阪の成長戦略」を具現化するため、  「新エネルギー」及び「ライフサイエンス」分野を中心に、特区制度を一  
 体的に活用しながら、新たなビジネスの創出や国内外からの新たな投資、関連企業の集積、中小企業の参入を  
 促進します。 
 
◆厳しい経営環境の中で、様々な経営課題の解決や新たな事業活動にチャレンジする中小企業に資金・経営・ 
  技術・人材面にわたるトータルサポートを実施します。 
 
◆若者や女性などが産業分野において活躍できるための人材育成、マッチング支援等を「OSAKAしごとフィールド」 
 を軸に実施するとともに、障がい者など就職困難者に対する就業支援を実施します。 
  
 ⇒成長産業振興、中小企業支援、雇用促進の施策の有機的連携、庁内部局との連携に加え、金融機関を 
  はじめとする民間との連携等についても広く取り組み、大阪産業の成長に向け、より一層の支援力強化を図 
  ります。 

28年度の部局運営にあたって 
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商工労働部の施策概要と28年度の主な取組み 
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